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1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７０ 包装用容器等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 包装用容器 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

Ｆ４－５７０ 一 包装用押し出しチューブ 

Ｆ４－５８ 一 包装用アンプル 

Ｆ４－６１ 一 回転繰出し型包装用容器 

Ｆ４－６２０ 一 噴霧器付き包装用容器 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

１． この分類には、商品を販売したり、展示、保管、運搬するにあたって、その商品を一時的に収納してその

商品の状態を保護するために施される金属、ガラス、木、紙、プラスチック等の瓶、缶、箱などの一定の

形態を保つ剛性に富む、反復使用を目的としない使い捨てられるような容器等が含まれることになりま

す。    

 ただし、以下に分類されるＦ４－７１０包装用容器～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）に含ま

れるものが除かれますので、実質上、なにも入らない空分類として運用されます。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． 以下に分類されるＦ４－７１０包装用容器～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）に含まれるものが

  除かれますので、実質上、なにも入らない空分類として運用することになります。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


